
３．議事 

（１）規則の制定 

審議会等は、下部機関の設置、定足数、議決方法、議事の公開、その他会議の運営に関し必要な事項を規 

則の制定等により明定するものとする。 

（２）基本的な政策の審議及び答申 

  基本的な政策を審議する審議会等は、有識者等の高度かつ専門的な意見等を聴くため設置されるものであ 

り、行政府としての最終的な政策決定は内閣又は国務大臣の責任で行うものであることを踏まえ、審議及び 

答申を行うに際しては、次の点に留意するものとする。 

① 諮問権者は諮問に当たっては、諮問事項に応じて、検討が必要な項目、問題点等をあわせ示すことによ 

り、効率的な審議が行えるようにするとともに、諮問事項の内容により、必要に応じて、答申期限を設け 

ることとし、審議会等はその期限内に答申を行うよう努めるものとする。 

 

別紙３

審議会等の運営に関する指針

審議会等の運営については、次の指針によるものとする。

１．委員構成

委員の任命に当たっては、当該審議会等の設置の趣旨・目的に照らし、委員により代表される意見、学識、

経験等が公正かつ均衡のとれた構成になるよう留意するものとする。

審議事項に利害関係を有する者を委員に任命するときは、原則として、一方の利害を代表する委員の定数が

総委員の定数の半ばを超えないものとする。

２．委員の選任

（１）委員の選任

① 府省出身者

府省出身者の委員への任命は、厳に抑制する。

特に審議会等の所管府省出身者は、当該審議会等の不可欠の構成要素である場合、又は属人的な専門的

知識経験から必要な場合を除き、委員に選任しない｡

② 高齢者

委員がその職責を十分果たし得るよう、高齢者については、原則として委員に選任しない。

③ 兼職

委員がその職責を十分果たし得るよう、一の者が就任することができる審議会等の委員の総数は原則と

して最高３とし、特段の事情がある場合でも４を上限とする。

（２）任期

委員の任期については、原則として２年以内とする。

再任は妨げないが、一の審議会等の委員に１０年を超える期間継続して任命しない。

（３）女性委員

委員に占める女性の比率を府省編成時からおよそ１０年以内に３０％に高めるよう努める。

（参考１）
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② 審議状況は適時諮問権者に報告することとし、必要に応じて、諮問権者は自らの意見を審議会等に述べ

ることとする。

③ 審議を尽くした上でなお委員の間において見解の分かれる事項については、全委員の一致した結論をあ

えて得る必要はなく、例えば複数の意見を並記するなど、審議の結果として委員の多様な意見が反映され

た答申とする。

（３）利害関係者の意見聴取等

① 審議会等は、その調査審議に当たり、特に必要があると認めるときは、当該調査審議事項と密接に関連

する利益を有する個人又は団体から意見を聴取する機会を設けるよう努めるものとする。この場合におい

て、他の関係者の利益との公正な均衡の保持に留意するものとする。

なお、公聴会の開催等、法令に別段の定めのあるときは、それによるものとする。

② 審議会等に対して、①の意見聴取に係る申出又は審議会等に関する苦情があったときは、各府省は、庶

務担当当局としてこれらの整理等をした上で、その結果を適時に審議会等に報告するよう努めるものとす

る。

③ 審議会等の運営に当たっては、広範な分野にまたがる行政課題についての総合的、整合的な取組を推進

するため、相互に密接な関連を有する審議会等の連携確保等を図ることとする。

（４）公開

① 審議会等の委員の氏名等については、あらかじめ又は事後速やかに公表する。

② 会議又は議事録を速やかに公開することを原則とし、議事内容の透明性を確保する。なお、特段の理由

により会議及び議事録を非公開とする場合には、その理由を明示するとともに、議事要旨を公開するもの

とする。

ただし、行政処分、不服審査、試験等に関する事務を行う審議会等で、会議、議事録又は議事要旨を公

開することにより当事者又は第三者の権利、利益や公共の利益を害するおそれがある場合は会議、議事録

又は議事要旨の全部又は一部を非公開とすることができる。

③ 議事録及び議事要旨の公開に当たっては、所管府省において一般の閲覧、複写が可能な一括窓口を設け

るとともに、一般のアクセスが可能なデータベースやコンピュータ・ネットワークへの掲載に努めるもの

とする。
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別紙４

懇談会等行政運営上の会合の開催に関する指針

懇談会等行政運営上の会合（＊）については、今後次のように扱うものとする。

１．運営の考え方

懇談会等行政運営上の会合については、審議会等とは異なりあくまでも行政運営上の意見交換、懇談等の場

として性格付けられるものであることに留意した上、審議会等の公開に係る措置に準ずるとともに、２．の基

準により、その開催及び運営の適正を確保した上で、意見聴取の場として利用するものとする。

２．運営の原則

 １．の考え方に沿って、当該府省の施策に関する審議等を行う行政機関との誤解を避けるとともに自由活発

な意見聴取を行うため、以下の点に留意して運営するものとする。

（１）開催根拠

省令、訓令等を根拠としては開催しないものとする。

また、懇談会等に関するいかなる文書においても、当該懇談会等を「設置する」等の恒常的な組織である

との誤解を招く表現を用いないものとする。

（２）名称

審議会、協議会、審査会、調査会又は委員会の名称を用いないものとする。

（３）会合の運営方法

懇談会等の定員及び議決方法に関する議事手続を定めないものとする。

また、聴取した意見については、答申、意見書等合議体としての結論と受け取られるような呼称を付さな

いものとする。

（＊）行政運営上の参考に資するため、大臣等の決裁を経て、大臣等が行政機関職員以外の有識者等の参集を求

める会合であって、同一名称の下に、同一者に、複数回、継続して参集を求めることを予定しているもの

（参考２）
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